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おわりに 
 
 
 
 
 
はじめに 
 
近年、自然災害が頻発化・激甚化する中で、国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う

運輸事業者には、発災時においてもできるだけ被害を軽減し、被害の拡大防止を図るとともに、業

務活動の維持や早期回復を図ることが期待されており、自然災害への対応力の向上が求められてい

ます。 
 
 
この数年の間にも、運輸事業者は、事故には至らなかったものの施設の損傷にも関わらず運行を

継続した事例、車両が水没した事例やアクセス交通が運行停止したため大勢の旅客が空港施設内に

滞留した事例など、様々な自然災害に直面し、安全・安定輸送に関わる多くの課題が明らかになり

ました。これら近年の事例からは、ハード面の強化だけではなく、自然災害発生の前後でのソフト

面の対応の重要性が明らかになっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

（２）想定被害への対応 
（３）平時からの準備、迅速な初動 
 
おわりに 
 
参考資料 
１．自然災害対応の取組事例一覧・・・・・・・・・・・・・・・・P.84 
２．自然災害対応の取組の参考となる Web 一覧表 ・・・・・・・・P.88 
 
はじめに 

「はじめに」は、以下の（１）から（６）の構成となっています。 
（１）運輸防災マネジメント指針作成の背景：第 1 段落 

第 1 段落は、運輸防災マネジメント指針（以下「防災指針」という。）作成の背景には、近

年、大規模な自然災害が増加するとともに、その被害は、従前の想定を超えるケースもみら

れることを受けて防災指針においては、事業者の被害軽減・拡大防止に加え、業務活動の維

持・早期回復（Business Continuity：BC）が期待されていることを記載しました。 
 
（２）近年の自然災害で大きな影響を受けた運輸事業者の事例：第 2 段落 

第 2 段落は、2017～2019 年の運輸事業者の被災事例を記載しています。近年の自然災害が

従前の被害想定を超えた状況となっており、不可抗力と言わざるを得ないところがあるもの

の、有効な対策をとり得た事例についても記載しています。具体的内容は、以下の通りで

す。 
 

① 事故には至らなかったものの施設の損傷にも関わらず運行を継続した事例 
南海電気鉄道株式会社は、2017 年（平成 29 年）の台風第 21 号の際、増水した河川によ

り鉄橋の基礎周辺が洗掘され橋梁・線路が沈降したことに気付かず運行して脱線していま

す。背景には、橋脚の補強工事の必要性や緊急性が十分に認識されていなかったことが考

えらえます。同社は事故後、ハード面の対策として当該橋脚の補強工事を行うとともに、

ソフト面の事故防止対策として、その他の橋梁の緊急点検を行い、必要な橋梁に対しては

橋梁の傾斜検知による列車緊急停止システムの導入促進を図っています。 
 

② 車両が水没した事例／水没を免れた事例 
（ア）福島交通株式会社は、2019 年（令和元年）の東日本台風（第 19 号）により 92 両のバ

スが浸水しました。同社は、事前に避難先を確保して一部車両を避難させるとともに、

残りの車両を営業所内の比較的地盤が高いところに移動させる等の備えをしていました

が、「前回の水害では大丈夫だった。」との体験からリスクの過小評価があり避難が遅

れました。この被災経験から得られた課題や教訓を踏まえ、同社では以下の①～③を内

容とする対策を行うとともに、毎年繰り返して避難訓練を実施するなど、事前の備えを

強化し、防災・事業継続の見直し改善を図っています。このように自然災害対応につい



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

て自社を含め他社の被災経験・教訓や定期的な訓練を通じて見直し改善を図ることが肝

要です。 
【対策の概要】 

① 避難判断基準の決定 
各営業所別に降雨量予測に基づき基準値を設定し、避難行動開始タイミングを明確

化している。 
② 洪水警報システムの構築 

降水量 150mm 以上/24 時間で警報、この降水量が 3 時間連続した場合には、避難判

断を実施するため、責任者の携帯へ通知される洪水警報システムを構築している。 
③ 簡潔なチェックリストの作成 

「避難」と「再開」のそれぞれのフェーズにおいて、「お客様」、「運行管理」、

「事務所」、「整備」、「避難先」別の対応においてやることを整理したチェックリ

ストを策定し、適切・的確な避難開始から完了、その後の運行再開の実施を図ってい

る。 
（イ）長電バス株式会社は、東日本台風（第 19 号）で千曲川の堤防決壊を知ると、事前の備

えはしていなかったものの、営業所への浸水に際して迅速な初動対応によりバスを避難

させたため被害車両が発生しませんでした。しかしながら、事業者は「人と運に恵まれ

ただけ」と考え、備えの強化を検討しています。 
（ウ）（ア）及び（イ）の事例のような危機的状況を避けるには、ハード面の対応として

は、営業所の高台移転が考えられ、ソフト面の対応としては、避難先の確保と迅速な対

応が考えられます。これらの事例は、被害を軽減するためには、適切なリスク評価に基

づく事前の備えと迅速な初動対応の双方が必要であることを示しています。 
 

③ アクセス交通が運行停止したため大勢の旅客が空港施設内に滞留した事例 
（ア）関西国際空港では、2018 年（平成 30 年）9 月の台風第 21 号の強風により、大阪湾内

に停泊中であったタンカーが走錨して流され同空港と対岸を結ぶ連絡橋に衝突し、空路

と陸路が遮断されたため、空港内の乗客等が孤立する事案が発生しました。 
この教訓を踏まえ、災害発生から  72 時間内は、旅客等が安全に空港内で過ごせる環

境を提供するとともに、この間、民間の輸送機関を確保することで空港外への移動を可

能としました。72 時間内の退避が困難と判断した場合には、直ちに自衛隊等の応援を要

請するという具体的復旧目標を含む BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）策

定を推進強化しています。（出典：関西エアポート株式会社） 
（イ）成田国際空港は、2019 年（令和元年）9 月の房総半島台風（第 15 号）において、空港

機能に大きな支障がなく、同月 9 日は滑走路が正常に運用されていた一方、鉄道の計画運

休や道路の通行止めにより、都心等と空港を結ぶ交通アクセスが途絶していたことか

ら、同日夜には約 1 万 3,000 人が同空港内に滞留する事案が発生しました。 
その後、①滞留者の発生を可能な限り抑えるよう、航空機の運航による旅客の流入・

流出と空港アクセスによる流入・流出の平衡を図ることとしました。空港アクセスの機

能が混乱し、または喪失した場合に滞留者シミュレーションを実施し、必要に応じて航



 

 
 
 
 
 
 
また、地域交通・物流の多くは、地域に存在する中堅・中小の運輸事業者によって支えられてい

ます。中堅・中小事業者の皆様におかれても、是非自然災害への対応に取り組んで頂きたいと思い

ます。経営トップが率先して取り組み、災害に立ち向かう防災体制を整えることにより、十分な備

え、迅速な初動と早期復旧を可能とし、安全の確保と事業の維持を実現することができると考えま

す。そして、そうした企業防災の取組が被災した地域の早期復旧・再開にも繋がるといえます。 
今般、自然災害対応として、運輸安全マネジメントの一環として、運輸事業者の自然災害への対

応力を向上させ、運輸事業者が防災体制の構築及び実践に取り組むにあたってのガイダンスとなる

「運輸防災マネジメント指針」を策定することとしました。指針の策定にあたっては、防災分野の

有識者からヒアリングを行い、ご意見を頂くとともに、これまでも運輸安全マネジメントの実施に

関し、ご議論ご意見頂いてきた運輸審議会運輸安全確保部会においてご審議を頂き、最新かつ幅広

い様々なご助言を踏まえ策定しました。 
運輸事業者の皆様におかれては、今般の指針を踏まえた取組を推進することで自然災害に対する

安全の向上を目指し、利用者からの安心を得て頂きたいと思います。国土交通省においても評価の

実施を通じて、皆様の取組を支援してまいります。 
 
 
 
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大をいかに抑止し収束させるかが重大な課題となっていま

すが、公共交通、物流等を担う運輸事業者は、政府の基本的対処方針において、国民生活と国民経

済の安定確保に不可欠な事業として、事業を継続することが求められています。感染のリスクと不

安の中で、ご尽力頂いている運送従事者の皆様、それを支えておられるご家族の皆様に改めて敬意

と感謝を申し上げます。運輸事業者の皆様におかれては、感染症対策を徹底しつつ、事業活動を行

っているところと承知していますが、現下の感染症が広がっている状況のなかで、自然災害への対

応を誤ると、災害リスクをさらに増幅させるおそれが生じると考えられます。感染症対策等により

厳しい状況にあるとは思いますが、リスクを軽減させるためにも、今後発生する可能性のある様々

な脅威に対応するため、是非防災マネジメントの強化を図って頂きたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

空局に対して着陸制限の調整や航空交通流制御（フローコントロール）を要請するなど

して滞留者の増加を抑制することとしました。②空港内にいる旅客へ適時・適切な情報

提供（運航状況・混雑状況・アクセス状況・被害状況・復旧見込み時間等）を多言語

（日・英・中・韓）で実施する等の行動計画を含む成田国際空港 BCP を推進強化してい

ます。（出典：成田国際空港株式会社） 
 
（３）防災指針の活用が期待される事業者とその効果（中堅・中小事業者）：第 3 段落 

第 3 段落は、防災指針の活用が主に期待される事業者が中堅・中小事業者であることを記載

しています。運輸事業者は、9 割以上が中小事業者（トラックは、99.6％が従業員 300 人未満

の中小事業者）であることと、被災時の代替交通、緊急物資輸送は、地域に密着している運

輸事業者が担うことから、主な対象と捉えています。 
 
（４）運輸安全マネジメント制度における防災指針の位置付け：第 4 段落 

第 4 段落は、防災指針の位置付けについて、強制力を持つものではなく、ガイダンスである

ことを記載しています。詳細な説明は、「１．運輸防災マネジメント指針の位置付け」に記

載しています。 
 
（５）国土交通省のスタンス：第 5 段落 

第 5 段落は、防災の視点を加えた運輸安全マネジメント評価を通じて、事業者の取組支援を

行うという国土交通省のスタンスを記載しています。具体的には、セミナーの開催等による

普及・啓発の促進、運輸安全マネジメント評価（以下「評価」という。）を通じた支援、具

体的な取組事例の紹介、運輸局による運輸事業者と国の防災関係機関の連携を図ります。 
 
（６）新型コロナウイルス感染症：第 6 段落 

第 6 段落では、感染症対策に触れています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

１．運輸防災マネジメント指針の位置付け 
平成 18 年に発足した運輸安全マネジメント制度は、発足当初より、国土交通省令において、安

全管理規程に記載すべき事項の一つとして「事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項」

（各事業法の国土交通省令）を定め、いわゆるヒューマンエラーのみならず自然災害についても

対象としていました。さらに、自然災害の頻発化や激甚化を踏まえ、平成 29 年には、運輸審議会

の答申を得て行った運輸安全マネジメント評価の基本的な方針、及び「運輸事業者における安全

管理の進め方に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）の改訂に際し、自然災害

への対応についてもこれを今日的課題ととらえ、的確に対応すべきと明示的に位置付けを行った

ところです。 
平成 23 年 3 月には東日本大震災、そして、平成 28 年 4 月の熊本地震、平成 30 年 9 月の北海

道胆振東部地震、令和元年の山形県沖の地震といった震度 6 弱以上の地震が相次いで発生してい

ます。風水害についてみると、平成 30 年 7 月の西日本豪雨、平成 30 年 9 月の台風第 21 号、令

和元年 9 月の房総半島台風（台風第 15 号）、令和元年 10 月の東日本台風（台風第 19 号）と毎

年発生して各地に甚大な被害をもたらしています。地球温暖化により、気温上昇が最大のシナリ

オでは、今世紀末の洪水発生確率は 1951 年～2011 年の平均と比較し約 4 倍と予測されており、

また、今後の発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震といった巨大災害のリスクも懸念

されます。こうした自然災害の近年の状況と今後の懸念に鑑みれば、運輸事業者が、自然災害に

いかに備え、いかに迅速かつ的確に対応するか、また、利用者や社員等の安全を最優先とし、安

全を確保した上でいかに早く事業を再開するか等が、大変重要な課題となっています。ガイドラ

インは、事業者における安全管理体制の構築・改善に係る取組のねらいと参考例を示したもので

すが、今般作成した「運輸防災マネジメント指針」は、このガイドラインに、自然災害への対応に

ついての解説を加えることにより、ガイドラインにおいて対応が必要な事項として明記された自

然災害への対応にあたって、運輸事業者が参考とすべき考え方をまとめた指針としました。これ

により、自然災害に対して、運輸安全マネジメントを強化し、災害発生時においても、輸送の安

全、ひいては安定輸送を確実なものとしようとするものです。 
なお、本指針は、官民の災害対応で得られた知見やノウハウを踏まえ、継続的なレビューによ

る改訂を行うこととしています。 
また、上記を踏まえ、令和 2 年 11 月には、安全管理規程に定めるべき内容として規定されてい

る「事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項」に「災害」を加えることで、「災害への事前

の備え」について、各事業法の国土交通省令を改正することで運輸事業者が講ずべき措置として

追加しました。 
更に、令和 5 年 6 月改訂のガイドラインにおいては、頻発化・激甚化している自然災害も輸送

の安全を脅かす要因として捉え、防災・減災に向けた取組についても継続的改善（ＰＤＣＡサイ

クル）に繋げることが重要であるとの観点から、ガイドライン本文に、その対応についてより明

確に記載されたことから、「運輸防災マネジメント指針」も所要の改訂を行いました。 

 
 
 
 



                                                                                  

 

１．運輸防災マネジメント指針の位置付け 
平成 29 年 7 月の「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」改訂（以下

「ガイドライン」という。）以降、以下に掲げるような自然災害が発生し、また、今後も巨大災

害のリスクが懸念されており、自然災害が運輸事業に与える影響が大きくなっています。 
 
（１）発生した主な自然災害 

① 2017 年（平成 29 年）：九州北部豪雨による死者行方不明者 42 名、JR 久大線不通（7 月） 
② 2018 年（平成 30 年）：豪雪により福井・石川県境付近では大規模な車両滞留が発生（2

月）、大阪北部地震（6月）、平成 30年 7 月豪雨（西日本豪雨）

による JR 呉線不通（7 月）、台風第 21 号による関西空港機能停

止・連絡橋にタンカー衝突（9 月）、北海道胆振東部地震による

山腹崩落による河道閉塞・大規模停電（9 月） 
③ 2019 年（令和元年）： 房総半島台風（第 15 号）により千葉県を中心とした住宅被害、大

規模停電（9 月）、東日本台風（第 19 号）による信濃川水系千曲

川の氾濫により北陸新幹線車両基地の浸水その他住宅床上浸水

（10 月） 
④ 2020 年（令和 2 年）： 令和 2 年 7 月豪雨により球磨川水系球磨川（熊本県人吉市）等の

河川で決壊等による氾濫が発生（7 月） 
⑤ 2021 年（令和 3 年）： 大雨により、静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生（7 月）、

千葉県北西部の地震により、鉄道の脱線・一時運行停止が発生

（10 月） 
 
（２）今後の発生が懸念される自然災害（出典：内閣府防災） 

近い将来の発生の切迫性が指摘されている大規模地震には、南海トラフ地震、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下地震があります。 
なかでも、関東から九州の広い範囲で強い揺れと高い津波が発生するとされる南海トラフ

地震については、今後 30 年以内にマグニチュード 8～9 クラスの巨大地震が発生する確率は

「70％～80％」（2021 年 1 月 13 日時点）と高い数値で予想されており、発生の可能性が高

まりつつあります。なお、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたときは、南

海トラフ巨大地震の発生が切迫している非常事態です。慌てず、落ち着いて初動対応を速や

かにとることが重要です。 
また、首都中枢機能への影響が懸念される首都直下地震についても、今後 30 年以内に発生

する確率が 70％程度（2021 年 1 月 13 日時点）と高い数値で予想されています。 
 
（３）ガイドライン 

ガイドラインは、運輸事業者が考えるべき今日的課題として「自然災害」を「５．（１）

経営トップの責務」に記載し、自然災害発生時の対応手順を「５．（８）重大事故等の対応

手順」に記載していますが、自然災害への対応の詳細を記載していないため、理解を深め、

取組の促進を図るための詳細な解説として防災指針が作成されています。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．目的等 
（１）目的 

運輸事業者は、自然災害が発生した場合であっても、輸送を必要とする被災地等からは速や

かに復旧・再開することが期待されます。また、災害対策基本法に基づいて指定公共機関又は

指定地方公共機関に指定されている運輸事業者は、その責務として、発災時においても運輸事

業を維持・確保することが求められており、現に実践しています*。 
そうした中で、運輸安全マネジメント制度において、自然災害対応を重要事項とするのは、

自然災害への対応が輸送の安全を確保する上で、優先すべき課題としての重みを増しているこ



                                                                                  

 

また、防災指針は、平成 18 年から運用が開始されている運輸安全マネジメント制度におい

て逐次見直しを行ってきたことと同様に、調査研究、ヒアリング、及び評価を通じて運輸事

業者の優れた取組や意見を取り入れて継続的な見直しを図ることとします。 
 
（４）自然災害への対応に関する基本的な考え方 

① 防災指針は、ガイドラインに記載されている「自然災害」への対応を解説する位置付け

であり、同ガイドラインにおいて示された①経営トップの主体的・積極的関与、②継続的

な見直し改善（PDCA サイクル）の考え方を踏襲して記載しています。 
② 自然災害は、直接的に発生を予防することは困難です（例えば暴風雨による土砂崩れで

道路が埋まって輸送に支障が出る等の外部的要因で発生するため）。また、4 モードを俯瞰

した場合、鉄道モードは、輸送用機器のみならず輸送に必要な土木施設（軌道、駅等）や

電気施設（電路設備、信号保安設備等）も管理しているため輸送環境全般の災害対策に取

り組めますが、それでも、例えば、軌道に隣接する他者の所有地であるがけの崩落、河川

の氾濫等の自然災害まで自ら予防することは困難です。さらに、自動車モード、海事モー

ド、航空モードの場合は、輸送用機器は管理できるものの自らが道路、航路、航空路等の

災害対策に取り組むことは困難です。 
③ 自然災害の全てを予防することは困難であるため、自然災害発生時の被害をいかに最小

化するかがポイントとなります。このため、経営トップがリーダーシップを発揮して、自

然災害の種類・規模の被害想定を行い、体制を整備して、日頃から事前の「備え」に取り

組んで、訓練、他の被災事例を参考に見直し改善を図ることが重要になります。 
④ 体制整備については、まず、防災全体を考える担当責任者を定め、大規模災害時におけ

る体制（例：災害対策本部設置）を考えること、また、日頃からの事前の備えについて

は、例えば、バス事業者の軽油購買担当者であれば日常的な購買業務を行う際に被災を意

識して、①営業所の燃料タンク残量が 60％になったら補給する手順に見直す。②購買先を

複数化して安定供給化を図る（日頃から燃料を多めに備蓄する。）。③非常用発電機の更

新時には軽油を燃料とする発電機に変更する。という対応をすることだけでも、短期・中

長期の自然災害の備えとして役立ちます。 
⑤ また、自然災害に遭遇することは事故に比べて少ないため、被災を教訓に防災の取組を

見直す機会が乏しいことから、災害想定に応じた訓練・仮想演習、他の被災事例を他山の

石として、見直し改善を行う PDCA サイクルが重要になります。 
 
２．目的等 
（１）目的 

① 自然災害への対応を行うことの目的 
（ア）運輸安全マネジメントは、輸送の安全の確保を目的としています。さて、安全の対極

にある事故は、ヒューマンファクター等の内部要因を起因とする場合と、自然災害等の

外部要因を起因とする場合がありますが、旅客・荷主等から見るとどちらも事故である

ことに変わりはありません。このため、自然災害も運輸安全マネジメントで対応すべき

事項と捉え、防災・減災に努めることが期待されます。 



 

とに加え、発災時においても事業を維持・確保することが求められているからにほかなりませ

ん。さらに、自然災害対応については、①経営トップのリーダーシップが必須であること、②事

業者全体が一体となった体制の構築が必要であること、③PDCA サイクルによるスパイラルア

ップが必要なこと等、アプローチとして従来から取り組んでいる運輸安全マネジメントにより

達成できると考えられます。事故防止の取組との間に共通する基本理念があり、輸送の安全確

保の上で、運輸安全マネジメントを活用する必要性がますます高くなっていると考えられるか

らにほかなりません。 
今回の運輸防災マネジメント指針は、運輸事業者がこれを参照することにより、運輸事業者

の自然災害への状況に応じた的確で柔軟な対応力の向上を図り、自然災害への対応について輸

送の安全確保を図ることを目的とするものです。また、災害対策基本法に基づく責務を着実に

果たすための取組を支援するものでもあり、ひいては運輸事業者の事業活動の維持や経営の安

定にも資するものと考えられます。 
 

*平成 25 年 6 月の災害対策基本法改正により、事業者の責務として、「災害応急対策又は

災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念に

のっとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動

に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければ

ならない。」（第 7 条第 2 項）が追加された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

（イ）また、大規模な自然災害が発生した場合、阪神・淡路大震災（1995 年）、東日本大震

災（2011 年）、熊本地震（2016 年）の例を見るまでもなく、社会は、被災地への緊急物

資輸送、不通となった鉄道等の代替輸送を運輸事業者に強く期待します。このため、社

会からの要請に応えることも目的と考えます。 
（ウ）防災指針では、災害対策基本法の考え方を取り込んで、運輸事業者の防災の在り方を

より具体的に記載し、さらに、指定公共機関、指定地方公共機関には、特に防災に関す

る責務が規定（同法第 7 条第 2 項）されていることを取り上げています。 
 

② 災害対策基本法 
（ア）災害対策基本法 

災害対策基本法は、国民の身体、生命、財産を守る観点から、災害に関係する様々な

機関に対し、それぞれの立場で為すべきことについて責務として実施することを促して

います。また、災害時の緊急輸送については、一部の交通運輸事業者を「指定公共機

関」、「指定地方公共機関」として指定し、災害時での協力要請を行うこととしていま

す。 
（イ）指定公共機関及び指定地方公共機関の責務 

災害対策基本法は、指定公共機関及び指定地方公共機関に対して以下の責務を定めて

います。 
(a) 基本理念に則り、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれ

を実施すること 
(b) 国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業

務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力すること 
（ウ）指定公共機関及び指定地方公共機関の指定 

内閣総理大臣は、運輸に関する指定公共機関を 15 者（JR 7 者、トラック運送事業者 5
者：日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、

西濃運輸株式会社、空港管理・運営事業者 3 者：成田国際空港株式会社、新関西国際空

港株式会社、中部国際空港株式会社）定めており、都道府県知事は、運輸に関する指定

地方公共機関を 354 者定めています。また、個社の他、全日本トラック協会や、都道府

県のトラック協会、バス協会も指定（地方）公共機関に定めています。 
（エ）広域避難の協議等及び居住者等の運送 

令和 3 年 5 月の災害対策基本法の改正により、平常時における地方公共団体間や地方

公共団体と運送事業者間の協定締結の促進を図りつつも、災害が発生するおそれがある

段階における広域避難等の円滑な実施を確保するため、広域避難の協議や居住者等の運

送の要請ができるよう規定等が整備されています。 
 

【参考】災害対策基本法の概要（出典：内閣府防災） 
1．制定の背景及び趣旨 

災害対策基本法は、昭和 34 年の伊勢湾台風を契機として昭和 36 年に制定された、我

が国の災害対策関係法律の一般法である。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

この法律の制定以前は、災害の都度、関連法律が制定され、他法律との整合性につい

て充分考慮されないままに作用していたため、防災行政は充分な効果をあげることがで

きなかった。災害対策基本法は、このような防災体制の不備を改め、災害対策全体を体

系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定され

たものであり、阪神・淡路大震災後の平成 7 年には、その教訓を踏まえ、2 度にわたり災

害対策の強化を図るための改正が行われている。この法律は、国土並びに国民の生命、

身体及び財産を災害から保護し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資する

べく、様々な規定を置いている。 
2．法の概要 
① 防災に関する責務の明確化 

国、都道府県、市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関には、各々、防災に関す

る計画を作成し、それを実施するとともに、相互に協力する等の責務があり、住民等に

ついても、自発的な防災活動参加等の責務が規定されている。 
② 総合的防災行政の整備 

防災活動の組織化、計画化を図るための総合調整機関として、国、都道府県、市町村

それぞれに中央防災会議、都道府県防災会議、市町村防災会議を設置することとされて

いる。災害発生又はそのおそれがある場合には、総合的かつ有効に災害応急対策等を実

施するため、都道府県又は市町村に災害対策本部を設置することとされている。非常災

害発生若しくは特定災害が発生又は発生するおそれがある際には、国においても、非常

（緊急）又は特定災害対策本部を設置し、的確かつ迅速な災害応急対策の実施のための

総合調整等を行う。 
③ 計画的防災行政の整備 

中央防災会議は、防災基本計画を作成し、防災に関する総合的かつ長期的な計画を定

めるとともに、指定公共機関等が作成する防災業務計画及び都道府県防災会議等が作成

する地域防災計画において重点をおくべき事項等を明らかにしている。 
④ 災害対策の推進 

災害対策を災害予防、災害応急対策及び災害復旧という段階に分け、それぞれの段階

毎に、各実施責任主体の果たすべき役割や権限が規定されている。具体的には、防災訓

練義務、市町村長の警戒区域設定権、応急公用負担、災害時における交通の規制等につ

いての規定が設けられている。 
⑤ 激甚災害に対処する財政援助等 

災害予防及び災害応急対策に関する費用の負担等については、原則として、実施責任

者が負担するものとしながらも、特に激甚な災害については、地方公共団体に対する国

の特別の財政援助、被災者に対する助成等を行うこととされている。これを受け、激甚

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和  37 年法律第 150 号）が制

定された。 
⑥ 災害緊急事態に対する措置 

国の経済及び社会の秩序の維持に重大な影響を及ぼす異常かつ激甚な災害が発生した

場合には、内閣総理大臣は災害緊急事態の布告を発することができるものとされ、国会



 

 
 
 
 
（２）取組の対象 

自然災害への対応として、近年、「防災」とともに「事業継続」の必要性が強調されるように

なっています。防災の概念の中に「事業継続」が包含されるようになっているとも言えます。

「防災」の目的は、主に、利用者・荷主、運輸企業の社員、地方公営企業や関係団体の職員の安

全確保、物的被害の軽減ですが、これに対し「事業継続」は、それに加えて、利用者や社員・職

員（以下「社員等」という。）の安全の確保を大前提とし災害発生時の安全の確認を行った上で

の業務活動の維持や早期回復を目指すものです。「防災」による人と物の被害最小化は、「事業

継続」の重要な一部を構成するものと言え、両者は自ずと密接不可分なものですが、あえて分

けて述べれば、狭義の「防災」が自然災害に対して脆弱なポイントごとに被害軽減対策を講ず

るものであるのに対し、「事業継続」のアプローチは、被災時に活用できる経営資源は何か、優

先すべき業務をいつまでにどのレベルまで回復させるか、という経営判断を要するアプローチ

と解されています。 
もともと「事業継続」とは、米国で 2001 年に発生した 9.11 事件を契機に、不測の事態の発

生後も事業を早期回復・継続できるよう、事業継続計画（BCP: Business Continuity Plan）を策

定し、事業継続マネジメント（BCM:Business Continuity Management）に取り組むことが欧米

を中心に奨励され、その後、国際標準（ISO）化や JIS 化を経て日本においても有意義な取組と

して、国の防災基本計画*において、その促進に努めることとされたものです。とりわけ運輸事

業の場合は、国民生活と国民経済を支える重要インフラとして、発災時においても、必要な物

資の輸送、住民の足として、その機能を維持することが求められています。従って、運輸事業に

おいては、防災マネジメントの一環として、事業継続マネジメントの取組を促進することが期

待されます。なお、輸送の安全確保が最優先事項であることはいうまでもなく、運輸事業者に

は、自然災害発生時において、安全確保と被害軽減を図ることにより、必要な輸送の継続を図

ることが期待されています。 
 

* 防災基本計画（政府の中央防災会議） 
「（3）企業防災の促進 
○企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、

地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するととも

に、リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによる

リスクマネジメントの実施に努めるものとする。具体的には、各企業において災害時

に重要業務を継続するための事業継続計画（BCP）を策定するよう努めるとともに、

（以下略）」 
【参照】内閣府政策統括官（防災担当）の BCP・BCM ガイドライン 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/pdf/guideline03.pdf 
 



                                                                                  

 

が閉会中等であっても、国の経済の秩序を維持し、公共の福祉を確保する緊急の必要が

ある場合には、内閣は金銭債務の支払いの延期等について政令をもって必要な措置をと

ることができるものとされている。 
 
（２）取組の対象 

① 「防災」と「事業継続」 
（ア）自然災害への対応は、「防災」と「事業継続」の 2 つが取組みの柱になります。 
（イ）「防災」は、防災指針に記載の通り、利用者・荷主、運輸企業の社員、地方公営企業

や関係団体の職員の安全確保（人的被害の軽減）並びに建築物・設備・車両等の物的被

害の軽減が目的になります。 
（ウ）「事業継続」は、災害発生時の安全の確認を行った上での業務活動の維持や早期回復

を目指すことが目的になります。「事業継続」は、被災した地域の輸送（人・物）を早

期に回復させ、地域の復旧を図ることにより地域社会の期待に応えること、事業者の収

入の回復を図ることにより経営の持続性を保つことが望まれます。 
 

② 最優先する輸送の識別と対応 
（ア）大規模災害の場合、特に陸上輸送は、道路、線路の被害により輸送が中断することが

考えられます。また、海上輸送については、港湾荷役設備・旅客ターミナル、航空輸送

については、空港の被害や大規模停電等により輸送が中断することが考えられます。 
（イ）中断した輸送を復旧・再開するためには、道路、線路、港湾、空港、社会インフラ等

の輸送基盤の復旧が必要になりますが、被害の少ない輸送基盤を活用して、輸送の復旧

・再開を検討して実施することは、今までの災害においても実践されていることであり

参考になります。（例：東日本大震災時における JR 貨物の輸送経路の変更による燃料輸

送、被害のない道路を活用した物資輸送） 
（ウ）大規模災害等により全ての輸送を早期に復旧・再開できない場合は、「早期に復旧・

再開させる輸送」と「早期に復旧・再開が困難であり代替えを検討する輸送」に分けて

考えることになります。 
（エ）「早期に復旧・再開させる輸送」については、被害状況を勘案した上で、社会的要請

の高い輸送、自社の経営の安定の必要性から早期に復旧・再開させたい輸送という観点

から識別して対応することになると思われます。このため、早期復旧・再開には自然災

害で被害を受けた現場の修復を基本に考え、これに必要な経営資源（人、モノ、資金、

情報）を注力する手順を予め検討することが重要になります。 
（オ）「早期に復旧・再開が困難であり代替えを検討する輸送」については、被害状況から

見て早期の復旧・再開が困難な輸送を予め被害想定の段階で識別することになります。 
例えば、地震・風水害等により、自社の車両や営業施設等が甚大な損害を受けた場

合、担当地域に隣接する営業所が代替輸送すること、同業他社に代替輸送を依頼するた

めの協定を予め検討しておくこと等が考えられます。 
（カ）運輸事業において、「事業継続」が経営の安定に繋がり、経営の安定による収入が安

全投資（人、設備）に繋がり、安全投資が輸送の安全確保に繋がります。また、人流・



 

事業継続マネジメントは、以下の観点から、防災活動の取組をさらに強化するものと考えら

れています。 
 

⚫ 経営トップが率先して取り組む経営マネジメント上の最優先課題であること。 
⚫ 事業継続計画には、社員等及び事業施設の被害軽減の取組、緊急参集等の初動対応、事業再

開に当たっての施設の安全確認といった防災活動が主要な要素として組み込まれているこ

と。 
⚫ 防災関連部門のみならず、事業部門や調達部門等含め、企業内の各部門が全社的に取り組む

ことを必要とすること。 
⚫ 経営資源の配分、優先事業の絞り込み等の経営判断が必要であり、平時からの検討及び企業

内連携、荷主とのコミュニケーションやグループ企業・協力会社等の関係者との連携が必要

であること。 
⚫ 経営トップが率先し全社的な取組となること、関係者と連携が図られることから、発災時に

も組織内及び関係機関との情報共有により使用可能なリソースの活用が図られ、これにより

事業の継続性が高まること。 
⚫ 社員等の意識向上、動機付けも「防災」単体だけで取り組むより容易であること。 

 
このように、事業継続の観点から防災マネジメントに取り組むことによっても、事業者の防

災に必要な安全確保の施策、経営トップの主体的関与、社員等への周知、関係者との連携等も

同時に一体的に進めることが可能であり、また、事業者全体の取組として進めることがより円

滑にできると考えられます。必然的に、事業者の輸送の安全確保にも大いに資するものとなり

ます。 
 

運輸事業者においては、従来から自然災害への対応として、事業継続計画の策定、事業継続

マネジメントの導入に積極的に取り組んでおり、引き続きその取組を促進するためにも、防災

と一体の活動として、運輸安全マネジメントの対象とすることが適当と考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）自然災害対応においてマネジメント上考慮すべき点 

運輸安全マネジメントにおいて、自然災害対応に取り組むにあたって特に考慮すべき点を以



                                                                                  

 

物流が安定することが地域社会・経済の安定に繋がります。このため、自然災害の発生

時は、被害で中断した事業を早期に復旧・再開させ、事業を継続することが重要になり

ます。 
（キ）最優先する輸送、経営資源等については、以下を参考にして下さい。 

(a) 最優先する輸送の例示 
災害後に最優先で再開・確保したい輸送（例：東京～大阪の都市間トラック輸送、

主要ターミナル駅へのバス路線、鉄道の主要本線、航空の主要航路、海運の主要航

路） 
(b) 最優先する輸送に必要な経営資源の例示 

社員・職員・関係者の確保（被災状況・出勤可否の確認、家族への支援、グループ

会社からの支援依頼）、輸送用機器等（鉄道車両・施設全般、バス・トラック・営業

所、船舶・港湾、航空機・空港）の使用可能状況の確認、対応資金の確保・給与等の

支払いに必要な情報 
(c) 自社で輸送を継続できない場合に必要な対応 

旅客・荷主・関係者への周知、国・地方公共団体との連携、同業他社との連携（防

災協定）、航空会社と空港（A2（Advanced/Airport）－BCP*）との連携等 
*A2（Advanced/Airport）－BCP 

2019 年 11 月、国土交通省航空局では、2018 年 9 月に発生した台風第 21 号
による空港への被害を契機に、大規模な自然災害が発生した場合においても我が

国の航空ネットワークを維持し続けることができるよう、空港全体として一体と

なって対応していくための計画として、各空港において A2-BCP（「Advanced」
（先進的）な「Airport」（空港）の BCP（Business Continuity Plan ：事業継続

計画） の意）を策定することとしている。（出典：国土交通省航空局） 
 

③ 事業継続計画（BCP）の策定  
自然災害への対応について議論を重ね、自然災害の被害に遭うと、経営の観点からも事

業継続計画の必要性が議論の対象になると考えられます。防災指針では、自然災害をリス

ク対象としていますが、事業継続計画となると想定するリスクの範囲が拡がるかもしれま

せん。 
事業継続計画策定の際は、例えば、経営企画部門の要員のみで策定せず、各部門が積極

的に参画することにより、各部門共通の課題と方向性が認識できることが期待されます。 
過去に被害を受けていない災害については、専門家やコンサルタントに頼りがちとなり

ますが、自社の存続に関する課題と認識して、事業者自身が策定主体となることを期待し

ます。 
なお、事業継続計画についての議論には、経営の知見が集約されている経営トップが定

期的に参画することにより内容が充実することが期待できます。 
 
（３）自然災害対応においてマネジメント上考慮すべき点 

自然災害対応に取り組むに当たって特に考慮すべき点の例示について、以下の通り解説し



 

下に例示します。 
 

⚫ 自然災害は必ず起きる、いつ被災しても不思議でないと心得ること。「ウチは大丈夫」との

根拠なき楽観主義を排すること。 
 
 
 
 
 
 

⚫ 事故防止は毎日の安全輸送における「日常」の活動であるのに対し、自然災害による被災へ

の対応は「非日常」の活動。しかしながら、事故防止と同じく、平時からの取組がポイントで

あり、平時からの「備え」が不可欠。その観点からも事業継続マネジメントは推奨すること。 
⚫ ハード・ソフト両面で「代替性」の確保に予め努めておくことが重要。地盤や土地の高さ等

の立地環境から被災時でも機能維持が可能な拠点を定めておき、人的・物的被害が甚大な業

務拠点の機能を代替してカバーするといった平時の備えを実施すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚫ 事故に関しては「未然に防ぐ」ことに重点があるのに対し、自然災害に関しては「未然に防

ぐ」取組と同様「直後の初動対応」も被害拡大防止のために非常に重要。発災時に最も重要な

ことは迅速な対応。時間が経てば経つほど被害もダメージも大きくなり、事業の早期回復も

困難になること。 
 

⚫ 自然災害の態様によって事業者の講じるべき対応が異なる。例えば、風水害は事前に気象予

報に基づく対応が可能であり、平時の備えに加え、直前の準備が可能であり肝要。時々刻々と

変化する気象情報を注視することが重要。他方、地震の場合は、直前の準備は困難であり、平

時の備えと直後の初動の重要性が相対的に大きくなること。 
 

⚫ 自然災害対応にあっては、「平時の準備」、「直前の準備（台風・豪雨等の予測可能な場合）」、

「直後の応急（初動）」、「復旧（事業継続）」全てのステージで、地方自治体、国の行政機

関、事業者団体、他の事業者と連携し、各々の資源を活用すること。 
 



                                                                                  

 

ます。 
 

① 根拠なき楽観主義の排除 
過去に発災しても自社の本社・営業所は損壊せず、水害が発生しても浸水しなかったと

いう経験は、「ウチは大丈夫」という思い込みを招きます。特定の事象に対して、事実に

基づいて合理的に考えず、過去の成功体験を基に、都合がいいように考えが偏ってしまう

ことを心理学では正常性バイアスといいます。 
近年では、自然災害が従前の想定を超えて頻発化・激甚化していることを考えると、

「ウチは危ない」との想定で行動することが重要になります。 
 

② 平時からの備え 
「３．（２）事前の「備え」」に詳細を解説してあります。 

 
③ ハード・ソフト両面で「代替性」の確保 

例示ですが、バス事業者が 5 つの営業所を持ち、うち 2 つの営業所に浸水の恐れがあるな

らば、以下のハード対策、ソフト対策が考えられます。また、被害状況が大きくて自社内

で代替輸送が実施できない場合は、予め他の事業者との間で輸送協定を締結することも検

討の対象となります。（「６．（２）被害想定への対応」参照） 
（ア）ハード対策 

営業所の老朽化に伴い、高台移転若しくは駐車スペースの嵩上げ工事を実施する。 
（イ）ソフト対策 

水害発生に備えて予め車両の避難先を選定し、避難手順を定める。浸水の恐れが少な

い営業所に車両を避難させることを想定して、燃料等の備蓄、運行ダイヤの検討を行

う。 
 

④ 直後の初動対応 
自然災害対応については、気象予報による予測が可能か否かによって対応が異なります

が、いずれにせよ発災直後の初動対応が重要であることを記載しています。詳細な説明に

ついては、「６．（３）平時からの準備、迅速な初動」に記載してあります。 
 

⑤ 自然災害の態様に応じた対応 
自然災害の態様に応じて対応が異なるものであり、災害予防から応急・復旧まで災害に

応じた対応が重要であることを記載しています。詳細な説明については、「６．（１）災

害の種別に応じた対応」に記載してあります。 
 

⑥ 国・地方自治体・他の事業者等の連携 
自然災害対応にあっては、国・地方自治体・他の事業者等との連携が重要であることを

記載しています。詳細な説明については、「４．（１）様々な関係者との連携」に記載し

てあります。 



 

⚫ 鉄道であれば、事故の未然防止のために計画運休を実施する場合をはじめ、空港における旅

客の滞留、駅間停車等により車内に旅客が待機するケース等の事案も発生しており、旅客等

の安全輸送を確保するとともに、利用者が安心を得られるよう、情報発信の内容、タイミング

が一層重要となること。 
⚫ 遭遇する懸念のある自然災害の種別と程度を把握し、そのリスク評価を行った上で、事前の

備えから事後の対応までの対策を講じること。 
 
 
 

⚫ 自然災害の発生が非日常であるが故に、平時からの実践的な訓練参加、他事例の学びの活用

等により、ガイドラインの通り、年 1 回はマネジメントレビュー等を活用して見直し・改善

の PDCA サイクルを機能させることが不可欠であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）経営トップの責務 

経営トップの責務が重要であることは事故対応と同様ですが、特に自然災害による被災の直

前から直後の対応は、危機管理そのものですから、トップダウンで対応する体制が必要です。 
また、前述の通り、事業継続マネジメントの観点からも、事前の備えや事業の継続のために

要員と予算等の経営資源をどのように配分し、どの事業から優先的に再開するか予め決めてお

くこと等も求められ、経営上重要な判断が必要となります。逆に、利用者の安全を確保するた

めに、鉄道の計画運休などのように一旦中止する経営判断が必要となるケースもあります。こ

の観点からも、自然災害対応は経営トップの対応が必要です。重要な視点は、「防災」も「安



                                                                                  

 

⑦ 利用者への情報発信 
利用者への適時・適切な情報発信が重要であることが記載されています。詳細な説明に

ついては、「４．（２）利用者への情報発信」に記載してあります。 
 

⑧ 自然災害の種別と程度の把握（リスク評価） 
自然災害対応にあっては、まずは、自社が被災する可能性のある自然災害の種別と程度

を把握することが重要であることを記載しています。詳細な説明については、「３．

（２）事前の「備え」」に記載してあります。 
 

⑨ 教育訓練、他事例の学び、マネジメントレビュー等の活用 
（ア）教育訓練は、「５．教育と訓練」に詳細を解説してあります。 
（イ）他事例の学びは、「５．（３）他事例に学ぶ」に詳細を解説してあります。 
（ウ）マネジメントレビュー等の活用 

(a) 自然災害対応のマネジメントレビューは、年度・年間、年次の取組の総括の他に、実

際に自然災害に対応した他の事業者の取組も参考にして実施することにより以下の効

果が期待できます。 
（ⅰ）経営トップ、安全統括管理者等の管理責任者が参加するため、迅速な課題把握と

対応が図られること 
（ⅱ）資料を作成する経営管理部門の担当者が年度・年間、年次の取組内容を取り纏め

る際に自社の取組の全体像（強靭な項目、脆弱な項目）が把握できること 
（ⅲ）取り纏められた資料、マネジメントレビューの記録は、中長期の取組計画作成の

基礎資料として有効であり、担当者が人事異動しても過去の取組を容易に把握でき

ること 
(b) 実際のマネジメントレビューは、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）の機会を活用すると考えら

れますが、目的に沿った実施しやすい方法を選択下さい。 
（ⅰ）安全管理体制全般を総括する運輸安全マネジメントレビューに自然災害対応のマ

ネジメントレビューを組み込んで実施する。 
（ⅱ）別の会議体等の機会を利用して実施する。 
(c) 会議体を利用するマネジメントレビューの場合は、例えば、経営会議、安全推進委

員会、安全労働衛生委員会等が考えられます。 
 
（４）経営トップの責務 

運輸防災マネジメントにおける経営トップの責務は、ガイドライン「５．（１）経営トッ

プの責務」に記載されている事項に包含されています。一方、自然災害対応を考えた場合、

経営トップとして特に留意すべき点は以下の通りになります。 
① 経営上重要な判断 

経営トップは、大規模災害等により全ての輸送を早期に復旧・再開できない場合は、

「早期に復旧・再開させる輸送」と「早期に復旧・再開が困難であり代替えを検討する輸

送」に分けて考えて対応することが求められます。（参照「２．目的等（２）対象②最優



 

全」同様、いざというときの取組の前に、平時からマネジメント部門が経営課題として俎上に

載せ、事業者全体が対応策を考え、実践することが肝要であるということです。そうした意味

でも経営トップが牽引していく必要があります。もちろん、災害発生時には、経営トップはい

ち早く災害対策本部に駆けつけ、自ら指揮を執る必要があることは言うまでもありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

先する輸送の識別と対応」） 
② 計画運休 

経営トップは、被災の可能性がある台風等の接近に応じて計画的に輸送を運休させる判

断が求められます。 
 

③ 経営トップ不在時の対応、緊急参集 
経営上必要な判断（計画運休を含む。）とともに、予め対応手順を検討して経営トップ

が不在の場合でも機能するよう準備することが重要と考えられます。なお、経営トップ

は、周到に準備しても自然相手であることを意識して不測の事態に備えるため緊急対応で

きるよう災害対策本部に参集することが求められます。 
 

④ 経営課題としての自然災害対応 
（ア）安全重点施策 

自然災害対応の取組は、ガイドラインの「５．（３）安全重点施策」と同様に年度・

年間、年次の計画を策定して取り組むことが望まれます。一方、事業者にとって自然災

害は、発生頻度が低いため、一般的な事故・事故に至らない事象と同列に扱って事故削

減目標を定めて取組を実施し、成果に応じた見直し改善を行うという一連の手順に馴染

まない特徴を持っています。 
（イ）実際の取組 

実際の取組は、被害想定に基づく事前準備（備え）の進捗状況、各種の教育・訓練の

実施が中心となり、実際に自然災害が発生しない限り、その成果が把握し難いという特

徴を持っています。 
（ウ）見直し改善 

このため、実際の自然災害に対応した際の同業他社、他モードの事業者の取組、さら

に、対応後の見直し改善状況を把握し「他山の石」として、自社の取組に反映させるこ

とがポイントになります。 
（エ）中期経営計画 

自然災害に強い輸送設備・建築物を備置・建築するには、多額の投資が必要になりま

す。例えば、5 年間の中期経営計画の中に防災対応を位置づけ、低地にある車両基地・営

業所の高台移転、耐震補強工事について、優先順位を付けて計画的に整備を図る等の対

応を検討することが期待されます。 
（オ）防災に関する投資 

中期経営計画の策定には、資金面の検討が必要になります。投資額、投資期間は、事

業者の規模・業態に応じて経営管理部門が優先順位を定めて対応すべきですが、投資額

を検討する際に、例えば、トラック事業者において被災した場合の保険料に着目した場

合、以下の試算モデルを参考にすることができます。 
この場合、前年度保険料と次年度保険料の差額 3,000 万円について、例えば 10 年×

300万円を投資して損害回避すれば、不稼働損と保険料増額を回避できる可能性が生まれ

ます。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．自然災害対応の体制 

ガイドラインは、運輸事業者に輸送の安全確保に関する基本理念として、「安全方針」を策定す

ることを推奨しています。例えば、この安全方針に、自然災害対応を位置付けることにより全社

的取組が実現できます。既に災害対策基本法等に基づく防災の取組において、防災に関する基本

方針を別途定めている事業者にあっては、その防災の基本方針が安全方針の重要な一部をなすこ

とを企業内に周知して下さい。 
防災は、輸送の安全確保に不可欠な要素ですが、いざというとき大切なのは、頭と体が直ちに

反応するよう、必要な対応を社員等が各自で身につけておくことです。そのためには、経営トッ

プが、統一的に、事業者の意思及び方向性を企業内に明確に示して、社員等に内容を十分理解さ

せ、事業者の風土・文化にまで昇華させていくことが求められます。 
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（１）安全管理体制の構築 

自然災害発生時には、経営トップの強いリーダーシップの下で災害対策本部を立ち上げ、経

営トップを本部長とする災害対策本部に全ての情報を集中するとともに、トップダウンで迅速

に判断し、現場に速やかに指示する体制をとることが求められます。被害や運行状況に関する

情報の伝わり方が遅く、判断に時間を要するようなことがあってはいけません。特に自然災害

の場合、被災状況は時々刻々と変わることも多く、その情勢の変化に対応できなければ、旅客

や社員等を危険にさらしてしまうことになりかねません。本部の立ち上げ及び必要な社員等の

緊急参集については、例えば震度 6 強以上の場合は招集連絡がなくとも自動的に本部を立ち上

げる等、予め基準を定め、迅速に非常体制をスタートさせることが必要です。なお、その際、経

営トップの参集は必須ですが、安全統括管理者は、ガイドラインの通りであり、輸送の安全確

保に関わる事項を統括管理する者として、企業内の体制が予定通り機能するよう日頃の訓練等

の時から目配りするとともに、平時及び緊急参集時ともに、報告、意見具申を行うこと等によ

り経営トップを補佐する重要な責務を負うこととなります。 
ただし、自然災害において留意すべきは、被災により交通及び通信が断絶するおそれがあり、

経営トップが全社に指示を発出する体制をとることができないリスクが存在するということで

す。このため、経営トップが万一参集できない場合は代理を予め指定しておくこと、社外から

も参画できるよう ICT を活用すること、例えば台風襲来等の場合は予め至近のホテル等に宿泊

すること、通信手段を代替的なものを含め複数用意しておくこと等の対策も必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）事前の「備え」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

① 計画的装備 
想定した地震や台風の規模毎にどのような被害が発生するのかをシミュレートしておくこ

とは重要です。そして、地方自治体等が作成・公表しているハザードマップ等も参考に想定さ

れる被害の見積りを行い、最大被害の想定をもとに、必要な事前準備（備え）のレベルと内容

を検討し、防災品、燃料、食料の備蓄、避難施設の準備、宿泊場所の確保、非常電源の配備等

の対応を計画的に進めておくことが必要です。なお、事業継続計画には、利用者や社員等の安

全確保、施設の被害軽減対策が主要な要素として記載されますので、事業継続マネジメント

の導入によって、災害予防のための計画的装備も平時から経営課題となり、事前の「備え」が

充実する効果が期待できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 緊急連絡網の整備 
企業内の緊急連絡網は、携帯電話やスマートフォンの電話番号リスト等に入れて、いつで

も取り出せるようにしておく必要があります。地方自治体、消防や警察、地方運輸局、地方整

備局、関係事業者、事業者団体等の防災関係担当との連絡体制も整えておく必要があります。

なお、緊急連絡網は、人事異動等を踏まえ、常時最新のものを整備しておくことが必要です。

また、複数の通信・連絡手段の確保と訓練を通じた実効性の確保が重要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 防災マニュアル 
自然災害を予め想定しシミュレーションを行い、社員等の対応マニュアルを整備すること



 

は、個々の社員等に役割を確認させ、防災意識を高める意味でも有意義です。ただし、留意す

べきは、想定されるシナリオをできるだけカバーしようとするあまり、マニュアルの「詳細

化」を目指してしまわないようにすることです。想定通りの自然災害など一つもありません。

実際の現場では、詳細なマニュアルなど見ている時間もありません。そんなことをしている

と自分自身が被災するかもしれません。必要なのは、基本理念と基本動作を身につけること、

そしてその上で柔軟に対応できる応用力を発揮することと考えられます。 
特に防災関連部門ではない社員等を含めた社員用マニュアルを作成するに当たっては、事

細かな段取りや動作を規定した詳細なものよりは、むしろある程度応用が利く行動規範のよ

うな規程の方が実践的と考えられます。他方、防災関連部門の社員等は、専門家として、各論

の詳細も含め自然災害に見舞われたときの必要な段取りと各部門の対応について、十分理解

しておく必要があります。PDCA サイクルによる検証と改善を行う上でも必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 事業継続計画の策定 
事業継続計画の策定により、必要な自然災害対応をより実効性のある形で、事業者の組織

内の各部門に周知でき得ることは先述した通りです。事業継続と結びつけることで、防災を

経営に必要な事業活動として一体化することが可能となります。しかしながら、そのために

は、事業継続計画の策定プロセスに企業内の各部門が積極的に参画することが必要です。必

要に応じ、専門家やコンサルタントの助言を得つつも、計画策定の主体はあくまで事業者自

身とし、社員等の議論を喚起しながら自ら策定する過程を大切にしてください。 
 
 



 

⑤ タイムライン 
自然災害への対応は大きく分けて、「平時の準備」「直前の準備（台風・豪雨等の予測可能

な場合）」「直後の応急（初動）」「復旧（事業継続）」に分かれると考えられますので、災

害対応に当たっては、災害ごとに異なる態様に応じて、タイムラインを設定し、関係者との訓

練等を通じて共有・調整しておくことが有用と考えられます。また、各々のフェーズで安全性

を危機に陥れるリスクも違いますので、タイムラインに沿って、リスク評価を行っておくこ

とも効果的です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．防災力を高める連携と情報発信 

ガイドラインは、事業者内部及び取引先や旅客、荷主等との情報伝達及びコミュニケーション

を重視しています。自然災害対応も同様であり、さらに加えて、地方自治体、国の行政機関、他の

運輸事業者との連携関係を構築することが防災力を高める上で重要といえます。これら関係機関

と平時より「顔の見える関係」を築くことが期待されます。災害が発生してはじめて連絡すると

いうのでは機能しないと懸念されます。各機関とは、定期的な防災訓練等の機会を通じ、様々な

レベルで日頃から関係を築くよう努めてください。経営トップがいつでも連絡し合えるような緊

密な関係の構築が望まれます。 

自然災害によっては、被害が広範囲に及ぶものもあり、自らの取組だけでは対応が困難な場合

もあるため、営業エリアの地方自治体、地方運輸局等の国の関係機関及び他の事業者や事業者団

体との速やかな連携体制を事前に確認しておくことも有効となります。 

また、以前より外国人に対する多言語での災害情報の発信が外国人の安全確保の上で重要であ

ることは指摘されてきましたが、最近では、計画運休の実施や成田空港での旅客滞留の問題の発

生等に伴い、情報の内容、タイミングによっては、旅客が一斉に駅の構内に押し寄せ、安全が懸

念される事態が発生する等、旅客の安全を左右することも明らかになってきました。こうした事

象は、自然災害に起因する事象として発生の可能性が高まっていると考えられますので、特に留

意しておく必要があります。 

 

（１）様々な関係者との連携 
① 地方自治体との連携 

自然災害対応においては、地方自治体に現地対策本部が設置され、地方自治体が中心とな

って災害対応を行います。住民への避難指示発令も市町村が行います。このため迅速かつ正

確な災害・被災情報の収集、地方自治体や国の機関の防災や救難救助活動等の情報に速やか

に接するため、地方自治体との間で連携関係を構築しておくことが大変重要です。さらに、緊

急物資輸送*や代替輸送**等に関する活動を円滑に行う上でも必要と考えられます。 
 

* 緊急物資輸送：自然災害などの緊急時に、国、地方公共団体、輸送事業者が連携し、被災地



 

や避難者を支援するための食料・飲料・毛布等の物資の輸送 
** 代替輸送   ：ある交通機関に不通・減便等の障害が発生した場合、利用者等に目的地まで

の輸送を補償する措置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

② 国の行政機関との連携 
緊急時の警察、消防、海上保安庁への救助要請のみならず、国土交通省の地方行政機関であ

る地方運輸局、地方整備局、地方航空局は、TEC-FORCE*の派遣等による被災地支援をミッ

ションとしていますので、事業者から様々な支援をこれら機関へ要請することができます。

支援内容など具体的な活動について、いずれの機関とも積極的に発信していますが、事業者

からも、訓練や説明会等の機会も活用して、国の関係機関に気軽にアプローチして頂き、緊密

な連携関係を醸成していくことが望まれます。 
* TEC-FORCE：Technical Emergency Control Force の略。緊急災害対策派遣隊。国土交通

省職員が指名され、被災地方自治体等が行う被害状況の迅速な把握、被害

の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に関する技

術的な支援を円滑かつ迅速に実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 事業者間連携 
被災して事業者自らの輸送ネットワークが途絶した場合、代替輸送を迅速に行うためには、

予め他の事業者との間で代替輸送に係る取り決めを行っておくと、速やかに代替輸送を立ち

上げることができます。また、運転再開後の利用者の混乱を回避するため段取り合わせも含

めて取り決めることが期待されます。さらに、例えば、令和元年の房総半島台風（台風 15 号）、

東日本台風（台風 19 号）の被災経験によって、空港会社とアクセス鉄道事業者の連携が十分

確保されることにより、空港機能を一体的に把握できることもわかってきました。 
また、自然災害による被害に遭う機会は限られていることから、同業他社の災害対応の取

組に学ぶことが、訓練による習熟と同様、実践的検証を行う場として貴重と考えられます。い

わば事故防止の取組におけるヒヤリ・ハット情報の活用と同様の効果が期待できると考えら

れます。こうした観点からも、事業者間で連携し、有用な活動について意見交換を行う等の取

組を期待したいところです。 
さらに、地域コミュニティにおける共助の観点からは、同じ地域に所在する事業者間で防

災の協力関係を構築しておくことも期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）利用者への情報発信 

自然災害の発生が予期される場合や発生時には、利用者に対して運行情報や被害の具体的状

況、点検・復旧作業の進捗状況などをきめ細かく情報提供し、利用者自らが行動を選択できる

ように情報発信を行うことが重要です。また、情報発信に関しては、最近の事例などを参考に、

事前の「備え」としての情報発信に関するマニュアルの改善や訓練に取り組むことも推奨され

ます。 
例えば、鉄道の計画運休に関しては、その情報提供のタイミングが遅かったため利用者に十

分に伝わらず混乱が生じた事例や、十分な時間的余裕をもって情報提供は行ったものの情報提

供時の想定に比べ復旧に時間を要し運転再開が遅れ、さらに運転再開直後は輸送力が限られて

いたにも関わらず多くの利用者が駅に集中したことから入場規制等の混乱が発生した事例があ



 

りましたが、こうした事例から得られた教訓をもとに情報提供のタイミングや内容について改

善が図られ、その後の計画運休時には大きな混乱なく実施されるようになりました。 
これは一例に過ぎませんが、このように情報発信のタイミングと伝える内容によって災害予

防の成否が大きく左右されることを念頭に置いて頂きたいと思います。これは事故には無い視

点であり、注意が必要です。 
また、情報提供に関しては、自然災害発生時の利用者の中には他地域からの旅行者等や外国

人もいる可能性も考慮し、必要に応じ、より具体的な情報の提供や避難誘導の実施、多言語に

よる情報提供についても検討することが望まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．教育と訓練 

運輸安全マネジメントの重要な要素は PDCA サイクルによるスパイラルアップです。これは災

害対応においても同様です。特に、自然災害には、ヒヤリ・ハットの経験機会もありませんので、

いかに本番さながらの訓練を行い得るかが、防災力を高める上で大変重要になってきます。 
 
（１）基本を習得する教育 

自然災害対応の要員として指定されている社員等の多くは、普段は他の業務を担っており、

自然災害が発生した時にはじめて、割り当てられた災害対応業務を行うことになるケースが多

いと思われます。このため、自然災害対応の研修・教育を行うにあたっては、過度に緻密で専門

的なものとはせず、簡潔で理解しやすい実践的な内容とすることが必要と考えられます。防災

マニュアルのところでも述べましたが、型通りやってくる自然災害など一つもなく、現場での

各社員等の対応力が試されることとなりますが、いざというときに役に立つのは基本理念と基

本動作、そしてその上に立つ柔軟な応用力です。基本となる心構えや所作は研修で習得し、応

用力は実践的な内容の訓練により身につけるという考え方もできると考えられます。 
また、研修等の教育は、企業経営の基本理念として、防災と事業継続を重視していることを

直接社員等に語りかけ、周知する機会として、大変重要です。教育に当たっては、防災の技術論

にとどまらず、基本理念をしっかり伝達し、企業文化を醸成することについて、意識的に取り

組んで頂きたいと考えます。 
 
（２）実践的な訓練 

自然災害への対応力を向上させるためには、実際の機会に遭遇することが殆どないため、実

践的な訓練の実施が極めて重要であり、訓練で覚えたことが実践で役立ちます。逆に日頃行っ

ていないことは本番ではできません。なお、訓練の企画と実施に当たって留意すべき点は以下

の通りです。 
 

⚫ 経営トップが参加すること。 
⚫ できるだけ多くの関係者（他の事業者、地方自治体、国の行政機関等）の参加を募ること。 
⚫ 時間と情報の制約がある中で、関係者との調整、的確な意思決定、実行に移すような実践さ



 

ながらの訓練を企画すること。 
⚫ 地震、風水害、火山噴火といった異なる災害態様の訓練シナリオを企画し、適時にシナリオ

を変え実施すること。連鎖事象や 2 次・3 次災害の想定とその対応訓練、複合災害の可能性に

ついても想定しておくこと。 
⚫ 直後に必ず振り返りを行うこと。 

 
また、地方自治体、地方運輸局や地方整備局が主催する防災訓練も定期的に実施されていま

す。そうした機関の訓練に積極的に参加することは、事業者の自然災害対応の応用力を高める

とともに、各関係機関との連携を深める場としても有効と期待されますので、積極的な参加が

望まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）他事例に学ぶ 

自然災害対応の取組は、自然災害が実際に発生しない限り、その成果が見えにくいのも事実

です。このため、実際の自然災害に対応した同業他社、他モードの事業者の取組とその成果と

教訓、その後の改善の取組状況を学び、「他山の石」として、自社の取組に反映させることが効

果的と考えられます。一度発生した災害は、次回はさらに強くて大きくなって発生すると考え

てみてください。実際に最近の実例が示しています。 
 

【参考】大臣官房運輸安全監理官は、以下の WEB サイトで取組事例を公開しています。 
【 国交省 取組事例】 



 

https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_torikumi.html 
 
 
 
 
 
６．災害予防から応急・復旧までの留意点 
（１）災害の種別に応じた対応 

本指針は、自然現象を起因とする全ての自然災害を対象としていますが、自然災害と一口に

言っても、予測困難な地震から、一定程度予測が可能な台風・集中豪雨等の風水害や火山噴火

など様々であり自然災害の種別によって、実施すべき対応も異なります。自然災害は様々です

が、近年、特に運輸事業に影響した災害として、次の種類の災害が挙げられます。 
 

① 地震災害 
発生の予測が困難ですので、予め事業への最大の影響を想定しておくことが必要です。地

震の場合、直前の準備ができないため、初動対応が極めて重要です。 
また、建物の倒壊及び交通の途絶を考慮に入れ、被災状況に応じて迅速に対応できるよう

計画しておくことが必要です。 
 

② 風水害 
台風や集中豪雨等は、発生の予測がある程度可能であり、最新の気象予報・警報をもとに移

動経路や規模に関する情報を把握し、それに基づいて発生直前に必要な準備をできるだけ行

っておくことが必要です。 
地方自治体が作成・公表しているハザードマップ等をもとに鉄道、バス等車両の事前退避

等による浸水対策、施設被害の発生を想定した代替輸送の備え、運行（航）要員の手配、速や

かに応急作業に着手するための技術系社員等の配置を行う等の事前準備を行うことが求めら

れます。 
 

③ 雪害 

降雪・積雪の予測はある程度可能であり、最新の気象予報・警報、道路交通情報をもとに、

積雪や視界不良による運行中の立ち往生等を防止するための迅速な判断と対応が極めて重要

です。 

また、雪崩、融雪による河川の増水に伴う二次災害にも十分な注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 火山噴火 
気象庁等による火山監視により、火山噴火の予測はある程度可能であり、最新の火山活動

情報により、予め大きな噴石や火砕流、溶岩流等の影響があると想定される地域から速やか

に退避するとともに、その他降灰が広範囲に及ぶ場合を想定し、事業者が管理する設備の保

全・業務影響の想定をしておくことが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
（２）想定被害への対応 

自然災害の種別を想定した後、地方自治体等が作成・公表しているハザードマップ等も参考

に、事業者及び社会インフラの被害の規模・程度を見積もり、対応を計画します。ただし、被害

想定を細かく見積ると、多数の計画を詳細に作ることになるため、注意が必要です。実践的で

簡潔な計画が望まれます。 
また、被害想定を見積もる際には、ある地域の業務機能が喪失しても、他の地域の業務拠点

がカバーでき、企業全体としては事業を行うことができるよう、「代替性」の確保を意識するこ

とが重要です。まずハード面では、地盤の強さや海面からの高さ、がけ崩れのおそれ等につい

て、市町村等の地元自治体が公表している資料もありますので、そうした行政機関の情報も踏

まえ、リスク評価を行い、災害発生時においても、機能を維持できる業務拠点をあらかじめ定

めておくことが望まれます。他方、リスク評価を行うと、災害に弱い拠点もわかってきますか

ら、被災時には、機能維持できる災害に強い拠点が、災害に弱い拠点の業務についてカバーす

るよう予め計画し準備しておくことが可能となり、機能維持が可能な拠点に対し、防災のため

の優先投資も計画することができます。また、ソフト面では、被害が甚大な業務エリアでは、家

族や家屋の安全確保・救助・復旧がまずは第一ですので、業務に人を投入することはなかなか

難しいと予想されます。そうした場合には、被害が比較的軽い地域から社員等を一時的に移動

させて投入するという想定も行っておくべきと考えられます。事業への影響を最小化するため

には、まさかの時の代わりのプランを事前に準備しておくことが望まれます。 
なお、企業内で代替輸送を確保できない場合に備えて、他の事業者との間で予め輸送に関す

る協定を締結することも検討の対象として頂きたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
（３）平時からの準備、迅速な初動 

自然災害においては、「平時の準備」→「直前の準備」（台風・豪雨等の予測可能な場合）→

「直後の応急（初動）」の三段階において、必要となる対応を事業者全体で共有することが肝要

です。防災のポイントは、「事前に備えて先手先手で行動すること」及び「迅速な初動」です。

実践的な「備え」と発災直後の初動の巧拙によってその後の被害の大きさが左右されます。迅

速な初動により利用者・社員等の安全確保と被害軽減ができれば、その後の事業の早期回復・

継続に速やかにつなげることができます。 
ただし、「備え」といっても、頭で理解しているだけではなく、例えば、深夜に緊急参集する

交通手段としては何を選択すべきか、タクシーをコールする電話番号はすぐ出せるか、緊急参

集場所までの最速経路は知っているか、経営トップが出張等で緊急参集できないとき、代理の

者は自分が緊急参集者であることを認識しているか、といった身近な準備を決して疎かにして

はいけません。災害イマジネーションを鍛えておくと、そういう細部が気になるはずであり、

迅速な初動を可能にします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
おわりに 
運輸事業者においては、各々の事業活動の内容、輸送モード、地域、経営環境、災害の種別等に

よって、運輸防災マネジメントの活動内容も様々だと思います。まずは、運輸防災マネジメントに

着手して頂きたいと思います。また、運輸防災マネジメントの取組の強化を行うにあたっても、本

指針を参考にして進めて頂きたいと思います。いずれにしても、訓練と振り返り、経営会議等での

議論を通じ、PDCA サイクルによって、自らバージョンアップを目指して頂きたいと思います。自

然災害の形は毎年変わり、事業活動の環境も一律ではありません。従って、運輸防災マネジメント

も継続的な取組を要するものだと考えて頂きたいと思います。 
国土交通省では、大臣官房運輸安全監理官のチーム及び地方運輸局等においてこの「指針」の周



 

知を図り、事業者の皆様との対話、マネジメントへの評価等を通じ、事業者の皆様の取組の向上を

支援してまいります。 
 

改定履歴 発行月 
第 2 版 令 和 5 年 6 月 
初版 令 和 2 年 7 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


